
JP 2017-205805 A 2017.11.24

10

(57)【要約】
【課題】　可変極性ホットワイヤの溶接および消弧のためのフィラワイヤ送給と高強度エ
ネルギー源の組合せを使用する方法およびシステムを提供する。
【解決手段】　本発明の方法およびシステムは、アーク溶接システムと共に使用されるホ
ットワイヤ溶接システムに関し、溶接システムはホットワイヤ溶接システム内でアーク遮
断ルーチンを開始する。アーク遮断ルーチンは、アークを検出し、その後、ホットワイヤ
波形のフルパルスをスキップするステップと、次のパルスを開始して、消耗材が依然とし
て分離しているか否かを判断するステップとを含む。後続パルスは、消耗材が分離しなく
なったと判断されるまで繰り返し開始され、その時、ホットワイヤ作業が継続される。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　溶接方法において、
　溶接電流を溶接作業に供給して、溶接アークおよび溶融池を生成するステップと、
　ホットワイヤ溶接消耗材を前記溶融池に供給するステップと、
　前記溶接作業中にホットワイヤ溶接波形を前記溶接消耗材に供給するステップであって
、前記ホットワイヤ溶接波形は、複数の完全なパルスを有するＡＣ波形であり、前記完全
なパルスの各々は、第一の極性を有する第一のパルス部分および第二の極性を有する第二
のパルス部分を含むステップと、
　前記ホットワイヤ溶接消耗材と前記溶融池との間の分離を検出するステップと、
　前記検出の後に前記ホットワイヤ溶接波形をオフにするステップと、
　次の連続する第一または第二のパルス部分で前記ホットワイヤ溶接波形をオンにするス
テップであって、前記次の連続する第一または第二のパルス部分は前記溶接電流と同じ極
性を有するステップと、
　前記検出された分離が依然として存在するか否かを判断するステップと、
　前記分離が依然として存在している場合、前記ホットワイヤ溶接波形をオフにして、前
記第一または第二のパルス部分の、次の連続する他方をスキップし、前記分離が存在しな
ければ、前記第一または第二の次の連続するパルスを完了させるステップと、
を含む方法。
【請求項２】
　前記溶接電流はＧＴＡＷ溶接電流である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記溶接電流は負のＤＣ溶接電流である、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記分離の前記検出は、前記完全なパルスのうちの１つの前記第一のパルス部分中に発
生する、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第一の試行されたパルス部分は負の極性を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記溶接電流は負であり、前記次の連続する第一または第二のパルス部分は負である、
請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記溶接電流はパルス式である、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記開始し、判断するステップは、前記判断するステップが前記分離は存在しないと判
断するまで複数回繰り返される、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記分離の前記検出は、判断された閾値レベルに到達したときに発生する、請求項１に
記載の方法。
【請求項１０】
　前記分離の前記検出は、前記ホットワイヤ溶接波形の検出された電圧が少なくとも＋／
－３．５ボルトであるときに発生する、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　溶接方法において、
　ＤＣ溶接電流を溶接作業に供給して、溶接アークおよび溶融池を生成するステップと、
　ホットワイヤ溶接消耗材を前記溶融池に供給するステップと、
　前記溶接作業中にホットワイヤ溶接波形を前記溶接消耗材に供給するステップであって
、前記ホットワイヤ溶接波形は、複数の完全なパルスを有するＡＣ波形であり、前記完全
なパルスの各々は、負のパルス部分および正のパルス部分を含むステップと、
　前記ホットワイヤ溶接消耗材と前記溶融池との間の分離を検出するステップと、
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　前記検出の後に前記ホットワイヤ溶接波形をオフにするステップと、
　前記ホットワイヤ溶接波形をオフにした後に次の連続する負のパルス部分を開始するス
テップであって、前記次の連続する負のパルス部分の前記開始は次の後続の完全なパルス
の開始時に始まるステップと、
　前記検出された分離が依然として存在するか否かを判断するステップと、
　前記分離が依然として存在している場合、前記ホットワイヤ溶接波形をオフにして、次
の連続する正のパルス部分をスキップし、前記分離が存在しなければ、前記次の連続する
負のパルス部分および前記次の連続する正のパルス部分を完了させるステップと、
を含む方法。
【請求項１２】
　前記分離の前記検出は、前記完全なパルスの１つの前記負のパルス部分中に発生する、
請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記電離の前記検出は、前記完全なパルスの１つの前記正のパルス部分中に発生する、
請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ＤＣ溶接電流は負である、請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記開始し、判断するステップは、前記判断するステップが前記分離は存在しないと判
断するまで複数回繰り返される、請求項１１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記分離の前記検出は、決定された閾値レベルに到達したときに発生する、請求項１１
に記載の方法。
【請求項１７】
　前記分離の前記検出は、前記ホットワイヤ溶接波形の検出された電圧が少なくとも＋／
－３．５ボルトであるときに発生する、請求項１１に記載の方法。
【請求項１８】
　溶接電流を溶接作業に供給して、溶接アークおよび溶融池を生成するアーク溶接システ
ムと、
　ホットワイヤ溶接消耗材を前記溶融池に供給し、前記溶接作業中にホットワイヤ溶接波
形を前記溶接消耗材に供給するホットワイヤ溶接システムであって、前記ホットワイヤ溶
接波形は、複数の完全なパルスを有するＡＣ波形であり、前記完全なパルスの各々は、負
のパルス部分および正のパルス部分を含むホットワイヤ溶接システムと、
を含む溶接システムにおいて、
　前記溶接システムは、電圧閾値レベルを使って前記ホットワイヤ溶接消耗材と前記溶融
池との間の分離を検出し、前記分離が検出されると、前記溶接システムは前記ホットワイ
ヤ溶接波形をオフにし、
　前記ホットワイヤ溶接波形をオフにした後に、前記システムは次の連続するパルス部分
を開始しかつ判断し、前記次の連続するパルス部分中に、前記分離が依然として存在して
いる場合、前記次の連続するパルス部分は前記溶接電流と同じ極性を有し、
　前記溶接システムが前記分離は依然として存在すると判断すると、前記溶接システムは
前記ホットワイヤ溶接波形をオフにして、他の次の連続するパルス部分をスキップし、前
記分離が存在しないと、前記溶接システムは、前記次の連続するパルス部分および前記他
の次の連続するパルス部分を完了させる
溶接システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
優先権
　本願は、２０１６年５月１７日に出願された米国仮特許出願第６２／３３７，８２１号
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明細書の優先権を主張するものであり、同仮出願の全体を参照によって本願に援用する。
【０００２】
　特定の実施形態はフィラワイヤ添加の利用のほか、溶接および接合の利用に関する。よ
り詳しくは、特定の実施形態は、レーザまたはアーク溶接工程によるホットワイヤ溶着工
程を利用するシステムおよび方法、ならびに可変極性ホットワイヤ作業中の消弧に関する
。
【背景技術】
【０００３】
　近年、ホットワイヤ溶接が進化を遂げている。しかしながら、これらの工程とシステム
の中には、隣接するアーク溶接プロセスにより生成されるアークを干渉しうる電流波形を
利用するものがある。さらに、特定の用途では溶融池の混合と撹拌が追加で必要となるか
もしれず、これは、いくつかの既知の工程では実現できないかもしれない。さらに、可変
極性波形を使用するいくつかのホットワイヤの用途において、特定の消弧技術がホットワ
イヤ工程の動作を不利に干渉しうることがわかった。
【０００４】
　従来の、伝統的な、および提案中の方式のその他の限界と欠点は、本願の残りの部分に
図面に関して記載されている、このような方式と本発明の実施形態との比較を通じて、当
業者にとって明らかとなるであろう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１０／００９６３７３号明細書
【特許文献２】米国特許出願第１３／２１２，０２５号明細書
【特許文献３】米国特許出願第１２／３５２，６６７号明細書
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の実施形態は、ホットワイヤ溶着工程を用いるクラッディング、肉盛、接合、ま
たは溶接のための、ホットワイヤ波形がタンデムアーク溶接波形と同期されるシステムと
方法を含む。本明細書に記載されているシステムと方法の別の実施形態は、可変極性ホッ
トワイヤ溶着作業における消弧技術に関する。
【０００７】
　特許請求される発明のこれらおよびそれ以外の特徴と、例示されているその実施形態の
詳細は、以下の説明と図面から、より十分に理解されるであろう。
【０００８】
　本発明の上記および／またはその他の態様は、下記のような添付の図面を参照しながら
本発明の例示的実施形態を詳しく説明することによって、より明らかとなるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】ホットワイヤおよびレーザシステムのある例示的実施形態の略図である。
【図２】ホットワイヤおよびアーク溶接システムのある例示的実施形態の略図である。
【図３】ホットワイヤ電源と、それが利用されるシステムのある例示的実施形態の別の略
図である。
【図４】ホットワイヤ工程のための例示的なＡＣ電圧および電流波形の略図である。
【図５】ある例示的なホットワイヤおよびＧＴＡＷアーク溶接工程の略図である。
【図６】ある例示的なホットワイヤ電流波形の略図である。
【図７Ａ】例示的なホットワイヤおよびアーク溶接電流波形の略図である。
【図７Ｂ】例示的なホットワイヤおよびアーク溶接電流波形の略図である。
【図７Ｃ】例示的なホットワイヤおよびアーク溶接電流波形の略図である。
【図８】ＡＶＣ制御システムを示す本発明のある例示的実施形態の略図である。
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【図９】アークイベントが発生し、アークがその工程に不利に干渉する、ホットワイヤシ
ステムの電流および電圧波形の略図である。
【図１０】消弧および電流再開工程のある例示的実施形態の例示的な電流および電圧波形
の略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　ここで、本発明の例示的実施形態を添付の図面に関して以下に説明する。説明されてい
る例示的実施形態は、発明の理解を助けるためのものであり、本発明の範囲を如何様にも
限定しようとしていない。図面全体を通じて、同様の参照番号は同様の要素を指す。
【００１１】
　図１は、ろう付け、クラッディング、構築、充填、表面硬化肉盛、および接合／溶接利
用の何れかを実行するためのフィラワイヤ送給およびエネルギー源複合システム１００の
ある例示的実施形態の機能概略ブロック図を示す。システム１００は、レーザビーム１１
０を被加工物１１５に集光して、被加工物１１５を加熱することのできるレーザサブシス
テムを含む。レーザサブシステムは、高強度エネルギー源である。レーザサブシステムは
、何れの種類の高エネルギーレーザ源とすることもでき、これには二酸化炭素、Ｎｄ：Ｙ
ＡＧ、Ｙｂ－ディスク、ＹＢ－ファイバ、ファイバ伝送、またはダイレクトダイオードレ
ーザシステムが含まれるが、これらに限定されない。さらに、その他の種類のレーザシス
テムも、十分なエネルギーを持っていれば使用できる。システムの他の実施形態は、電子
ビーム、プラズマアーク溶接サブシステム、ティグ溶接（ｇａｓ　ｔｕｎｇｓｔｅｎ　ａ
ｒｃ　ｗｅｌｄｉｎｇ）サブシステム、ガスメタルアーク溶接サブシステム、フラックス
入りワイヤアーク溶接サブシステム、およびサブマージワイヤアークサブシステムのうち
の少なくとも１つを高強度エネルギー源として含んでいてもよい。以下の説明では、レー
ザシステム、ビーム、および電源に繰り返し言及するが、何れの高強度エネルギー源が使
用されてもよいため、この言及は例にすぎないと理解すべきである。例えば、高強度エネ
ルギー源は少なくとも５００Ｗ／ｃｍ２を供給できる。レーザサブシステムは、レーザ装
置１２０と、レーザ電源１３０と、を含み、これらは相互に動作的に接続されている。レ
ーザ電源１３０は、レーザ装置１２０を動作させるための電源を供給する。
【００１２】
　システム１００はまた、ホットワイヤ送給サブシステムも含み、これは被加工物１１５
とレーザビーム１１０の付近で接触するための少なくとも１つの抵抗フィラワイヤ１４０
を送給できる。もちろん、本明細書中で被加工物１１５に言及することにより、溶融池が
被加工物１１５の一部と考えられ、それゆえ、被加工物１１５との接触という場合、溶融
池との接触も含まれると理解する。ホットフィラワイヤ送給サブシステムは、フィラワイ
ヤ送給器１５０と、コンタクトチップ１６０と、ホットワイヤ電源１７０と、を含む。動
作中、レーザビーム１１０に先行するフィラワイヤ１４０は、コンタクトチップ１６０と
被加工物１１５との間に動作的に接続されたホットワイヤ溶接電源１７０からの電流によ
り抵抗加熱される。本発明のある実施形態によれば、ホットワイヤ溶接電源１７０は、パ
ルス式直流（ＤＣ）電源であるが、交流電流（ＡＣ）またはその他の種類の電源も使用可
能である。ワイヤ１４０は、フィラワイヤ送給器１５０からコンタクトチップ１６０を通
って被加工物１１５へと送給され、チップ１６０から突き出す。ワイヤ１４０の突出し部
分は、突出し部分が融点に近付くか、到達してから被加工物上の溶融池と接触するように
抵抗加熱される。レーザビーム１１０は、被加工物１１５の母材の一部を溶融させて、溶
融池を形成するほか、ワイヤ１４０を被加工物１１５の上へと溶融させる役割を果たす。
電源１７０は、フィラワイヤ１４０を抵抗溶融させるのに必要なエネルギーの大部分を供
給する。送給サブシステムは、本発明の特定の他の実施形態によれば、１本または複数の
ワイヤを同時に送給できてもよい。例えば、第一のワイヤは被加工物に表面硬化および／
または耐食性を提供するために使用されてもよく、第二のワイヤは被加工物に構造を追加
するために使用されてもよい。
【００１３】
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　システム１００は運動制御サブシステムをさらに含み、これはレーザビーム１１０（エ
ネルギー源）と抵抗フィラワイヤ１４０を被加工物１１５に沿って同じ方向に（少なくと
も相対的意味で）移動させ、レーザビーム１１０と抵抗フィラワイヤ１４０が相互に関し
て固定されたままとなるようにすることができる。各種の実施形態によれば、被加工物１
１５とレーザ／ワイヤの組合せとの間の相対的移動は、被加工物１１５を実際に移動させ
ることによって、またはレーザ装置１２０とホットワイヤ送給サブシステムを移動させる
ことによって実現されてもよい。図１において、運動制御サブシステムはロボット１９０
に動作的に接続されたモーションコントローラ１８０を含む。モーションコントローラ１
８０は、ロボット１９０の動きを制御する。ロボット１９０は、被加工物１１５に動作的
に接続され（例えば、機械的に固定され）、被加工物１１５を方向１２５に移動させて、
レーザビーム１１０とワイヤ１４０が被加工物１１５に沿って有効に移動できるようにす
る。本発明の代替的な実施形態によれば、レーザ装置１１０とコンタクトチップ１６０は
、１つのヘッドに統合されてもよい。ヘッドは、被加工物１１５に沿って、ヘッドに動作
的に接続された運動制御サブシステムを介して移動されてもよい。
【００１４】
　一般に、高強度エネルギー源／ホットワイヤを被加工物に関して移動させることのでき
るいくつかの方法がある。例えば、被加工物が丸い場合、高強度エネルギー源／ホットワ
イヤを静止させて、被加工物を高強度エネルギー源／ホットワイヤの下方で回転させても
よい。あるいは、ロボットアームまたはリニアトラクタが丸い被加工物に平行に移動され
てもよく、被加工物を回転させながら、高強度エネルギー源／ホットワイヤを連続的に、
または例えば１回転に１段階ずつ移動させて、丸い被加工物の表面に重なるようにしても
よい。被加工物が平坦か、少なくとも丸くない場合、被加工物は、図１に示されるように
、高強度エネルギー源／ホットワイヤの下方で移動させてもよい。しかしながら、ロボッ
トアームもしくはリニアトラクタまたは、さらにはビーム取付型キャリッジを使って、高
強度エネルギー源／ホットワイヤヘッドを被加工物に関して移動させてもよい。
【００１５】
　システム１００は、検出および電流制御サブシステム１９５をさらに含み、これは被加
工物１１５およびコンタクトチップ１６０に動作的に接続され（すなわち、ホットワイヤ
電源１７０の出力に有効に接続され）、被加工物１１５とホットワイヤ１４０との間の電
位差（すなわち、電圧Ｖ）とそれらを流れる電流（Ｉ）を測定することができる。検出お
よび電流制御サブシステム１９５はさらに、測定された電圧と電流から抵抗値（Ｒ＝Ｖ／
Ｉ）および／または出力値（Ｐ＝Ｖ＊Ｉ）を計算することができてもよい。一般に、ホッ
トワイヤ１４０が被加工物１１５と接触していると、ホットワイヤ１４０と被加工物１１
５との間の電位差はゼロボルトであるか、ゼロボルトに非常に近い。その結果、検出およ
び電流制御サブシステム１９５は、抵抗フィラワイヤ１４０が被加工物１１５といつ接触
して、ホットワイヤ電源１７０に動作的に接続されたかを検出でき、その検出に応答して
、本明細書で後により詳しく説明するように、抵抗フィラワイヤ１４０を通る電流の流れ
を制御することがさらに可能である。本発明の他の実施形態によれば、検出および電流コ
ントローラ１９５は、ホットワイヤ電源１７０の一体部分であってもよい。
【００１６】
　本発明のある実施形態によれば、モーションコントローラ１８０はさらに、レーザ電源
１３０および／または検出および電流コントローラ１９５に動作的に接続されてもよい。
このようにして、モーションコントローラ１８０とレーザ電源１３０は相互に通信して、
被加工物１１５がいつ移動しているかがレーザ電源１３０にわかり、またレーザ装置１２
０が動作中か否かがモーションコントローラ１８０にわかるようになっていてもよい。同
様に、このようにして、モーションコントローラ１８０と検出および電流コントローラ１
９５は相互に通信して、被加工物１１５が移動中であることが検出および電流コントロー
ラ１９５にわかり、また、ホットフィラワイヤ送給サブシステムが動作中であるか否かが
モーションコントローラ１８０にわかるようになっていてもよい。このような通信を使用
して、システム１００の様々なサブシステム間の動作が調整されてもよい。



(7) JP 2017-205805 A 2017.11.24

10

20

30

40

50

【００１７】
　前述のように、高強度エネルギー源は溶接電源を含め、いくつのエネルギー源を含むこ
ともできる。この例示的実施形態が図２に示されており、これは、図１に示されるシステ
ム１００と同様のシステム２００を示している。システム２００の構成要素の多くがシス
テム１００の構成要素と同様であり、そのため、それらの動作と利用について、再び詳し
く説明することはしない。しかしながら、システム２００においては、レーザシステムが
アーク溶接システム、例えばＧＭＡＷシステムに置き換えられている。ＧＭＡＷシステム
は、電源２１３と、ワイヤ送給器２１５と、トーチ２１２と、を含む。溶接電極２１１は
、ワイヤ送給器２１５とトーチ２１２を介して溶融池へと送達される。ここで説明される
種類のＧＭＡＷ溶接システムの動作はよく知られており、ここで詳しく説明する必要はな
い。留意すべき点として、図の例示的実施形態に関してはＧＭＡＷシステムが示され、論
じられているが、本発明の例示的実氏形態はＧＴＡＷ、ＦＣＡＷ、ＭＣＡＷ、およびＳＡ
Ｗシステム、クラッディングシステム、ろう付けシステム、およびこれらのシステムの組
合せ、その他、例えば被加工物上の溶融池に消耗材を搬送するのを支援するためにアーク
を使用するシステムを含め、何れにも使用可能である。図２には、シールドガスシステム
またはサブアークフラックスシステムは示されておらず、これらは既知の方法に従って使
用可能である。
【００１８】
　上述のレーザシステムと同様に、アーク生成システム（高強度エネルギー源として使用
可能）は溶融池を作るのに使用され、そこにホットワイヤ１４０が、詳しく上述したよう
なシステムと実施形態を使って添加される。しかしながら、アーク生成システムを用いる
と、既知のように、追加の消耗材２１１もまた溶融池に添加される。この追加の消耗材に
より、本明細書で説明するホットワイヤ工程によって既に高められた溶着性能がさらに高
まる。この性能については、後で詳しく説明する。
【００１９】
　さらに、一般に知られているように、ＧＭＡＷ等のアーク生成システムは高レベルの電
流を使って、前進させられている消耗材と被加工物上の溶融池との間にアークを生成する
。同様に、ＧＴＡＷシステムも高い電流レベルを使って電極と被加工物との間にアークを
生成し、そこに消耗材が添加される。一般に知られているように、定電流、パルス電流等
、様々な電流波形をＧＴＡＷまたはＧＭＡＷ溶接作業に利用できる。しかしながら、シス
テム２００の動作中、電源２１３により生成される電流は、ワイヤ１４０の加熱に使用さ
れる、電源１７０により生成される電流を干渉する可能性がある。ワイヤ１４０は電源２
１３により生成されるアークに近接しているため（これらの各々が上述のものと同様に、
同じ溶融池に向けられるからである）、それぞれの電流が相互に干渉し合う可能性がある
。具体的には、電流の各々は磁場を生じさせ、これらの磁場が相互に干渉して、それらの
動作に不利な影響を与える可能性がある。例えば、ホットワイヤ電流により発生された磁
場は、電源２１３により生成されたアークの安定性と干渉しうる。すなわち、それぞれの
電流間を適切に管理し、同期させなければ、競合する磁場がアークを不安定にし、したが
って、工程が不安定となる可能性がある。したがって、例示的実施形態は電源２１３およ
び１７０間の電流同期を利用して安定した動作を確保するものであり、これにいては後で
さらに説明する。
【００２０】
　前述のように、それぞれの電流により誘導される磁場は相互に干渉しあうため、本発明
の実施形態はそれぞれの電流を同期させる。同期は、様々な方法で実現できる。例えば、
検出および電流コントローラ１９５は、電源２１３および１７０の動作を制御して、電流
を同期させるために使用できる。あるいは、マスタ－スレーブ関係もまた利用でき、この
場合、電源のうちの一方が他方の出力の制御に使用される。相対的電流の制御は、電源を
、それらの出力電流が安定した動作のために同期されるように制御する状態テーブルまた
はアルゴリズムの使用を含む、様々な方法により実現できる。これについては、後でさら
に説明する。例えば、（特許文献１）に記載されているものと同様の２状態に基づくシス
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テムと装置を使用できる。２０１０年４月２２日に公開された（特許文献１）の全体を参
照によって本願に援用する。
【００２１】
　システム１００および２００の構造、使用、制御、度動作、および機能に関するより詳
しい説明は、本願と同じ所有者に譲渡されている（特許文献２）および（特許文献３）に
記載されており、本明細書において説明され、論じられているシステムおよび本明細書に
論じられている代替的実施形態に関するかぎり、それらの全体を参照によって本願に完全
に援用し、これらについては、効率化と明瞭化のためにここでは反復しない。
【００２２】
　図３は、本発明のシステム３００の他の例示的実施形態の略図を示す。システム２００
と同様に、システム３００はホットワイヤおよびアーク溶接の複合工程を利用する。シス
テム３００の機能および動作は、システム２００のそれと同様であり、そのため、同様の
機能については繰り返さない。図のように、システム３００は先行のアーク溶接電源３０
１を含み、これは後行のホットワイヤ１４０に先行する。電源３０１はＧＭＡＷ型電源と
して示されているが、ＧＴＡＷ型電源も利用できるため、実施形態はこれに限定されない
。溶接電源３０１は、何れの既知の構成とすることもできる。また、ホットワイヤ電源３
０１（これは、図１および２に示されているものと同じとすることができる）も、その中
の構成要素の一部と共に示されている。前述のように、電源３０１および３１０の各々か
ら出力される電流波形を同期させることが望ましいかもしれない。そのため、同期信号３
０３を利用して、電源の動作を確実に同期させることができ、これについては後でさらに
説明する。
【００２３】
　ホットワイヤ電源３１０はインバータ電源部３１１を含み、これは入力電力（ＡＣまた
はＤＣの何れでもよい）を受け取り、この入力電力を出力電力に変換し、それがワイヤ１
４０を加熱するために使用され、それによってこれは被加工物Ｗの上の溶融池の中に溶着
できる。インバータ電源部３１１は、溶接、切断、またはホットワイヤ電源に使用される
何れの既知のインバータ型電源として構成することもできる。電源はまた、事前設定加熱
電圧回路３１３も含み、これは工程に関する入力データを利用して、電源３１０の出力信
号のための事前設定加熱電圧を設定し、ワイヤ１４０が所望の温度に保持されて、それが
被加工物Ｗの上に適正に溶着されるようにする。例えば、事前設定加熱電圧回路３１３は
、ワイヤのサイズ、ワイヤの種類、およびワイヤ送給速度等の設定を利用して、事前設定
加熱電圧が工程中に保持されるようにすることができる。動作中、出力加熱信号が保持さ
れ、それによって所定の期間またはサイクル数にわたる平均電圧が事前設定加熱電圧レベ
ルに保持される。いくつかの実施形態において、事前設定加熱電圧レベルは２～９ボルト
の範囲内である。さらに、本発明の例示的実施形態において、ワイヤ１４０のワイヤ送給
速度は最適な事前設定加熱電圧レベルに影響を与える可能性があり、その結果、ワイヤ送
給速度が遅いと（２００ｉｎ／分以下）、事前設定加熱電圧レベルは２～４ボルトの範囲
内であり、ワイヤ送給速度が高いと（２００ｉｎ／分を超える）、事前設定加熱電圧レベ
ルは５～９ボルトの範囲内である。さらに、いくつかの例示的実施形態において、電流が
低いと（１５０アンペア以下）であると事前設定加熱電圧レベルは２～４ボルトの範囲内
であり、電流が高いと（１５０アンペアを超える）と、事前設定加熱電圧レベルは５～９
ボルトの範囲内である。それゆえ、動作中、電源３１０はワイヤ１４０と被加工物Ｗとの
間の平均電圧をある動作に対する事前設定加熱電圧レベルに保持する。他の例示的実施形
態において、事前設定加熱電圧回路３１３は、平均電圧範囲を設定でき、この場合、平均
電圧は事前設定範囲内に保持される。検出された平均電圧を事前設定された加熱電圧レベ
ルに、または事前設定加熱電圧範囲内に保持することによって、電源３１０は希望に応じ
てワイヤ１４０を加熱するがアークの生成を回避する加熱信号を供給する。本発明の例示
的実施形態において、平均電圧が所定の期間にわたって測定され、それによって工程中の
移動平均が判断される。電源は時間平均フィルタ回路３１５を利用し、これは検出リード
３１７および３１９を通じて出力電圧を検出し、上述の電圧平均計算を実行する。そして
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、判断された平均電圧が、図３に示されるように、事前設定加熱電圧と比較される。
【００２４】
　もちろん、他の例示的実施形態において、電源３１０は電流および／または電力事前設
定閾値を使って、電源の出力信号を制御できる。このようなシステムの動作は、上述の電
圧に基づく制御と同様である。
【００２５】
　電源３１０はまた、アーク検出閾値回路３２１も含み、これは、検出リード３１９およ
び３１７を通じて検出された出力電圧を比較し、検出された出力電圧をアーク検出電圧レ
ベルと比較して、ワイヤ１４０と被加工物Ｗとの間にアークイベントが発生したか、また
は今後発生するかを判断する。検出された電圧がアーク検出電圧レベルを超えると、回路
３２１はインバータ電源部３１１（またはコントローラ装置）に信号を出力し、これは電
源部３１１に出力電源を切ってアークを消させるか、またはその生成を阻止させる。いく
つかの例示的実施形態において、アーク検出電圧レベルは１０～２０ボルトの範囲内であ
る。他の例示的実施形態において、アーク検出電圧レベルは１２～１９ボルトの範囲内で
ある。さらに別の例示的実施形態において、アーク検出電圧レベルは、事前設定加熱電圧
レベルおよび／またはワイヤ送給速度に基づいて決定される。例えば、いくつかの例示的
実施形態において、アーク検出電圧レベルは事前設定加熱電圧レベルの２～５倍の範囲内
である。他の例示的実施形態において、使用される何れかのシールドガスの陽極および陰
極電圧レベルは、事前設定加熱電圧レベルに影響を与えることができる。他の例示的実施
形態において、使用される何れかのシールドガスの陽極および陰極電圧レベルは、事前設
定加熱電圧レベルに影響を与えることができる。いくつかの例示的用途において、アーク
検出電圧は、７～１０ボルトの範囲内であり、他の実施形態において、これは１４～１９
ボルトの範囲内である。本発明の例示的実施形態において、アーク検出電圧は５～８ボル
トの範囲で事前設定加熱電圧レベルより高い。
【００２６】
　電源３１０はまた、公称パルス波形回路３２３も含み、これはインバータ電源部３１１
がワイヤ１４０と被加工物Ｗに所望の加熱波形を出力するために使用する波形を生成する
。図のように、公称パルス波形回路３２３は、同期信号３０３を介してアーク溶接電源３
０１に連結され、その結果、それぞれの電源の各々からの出力波形が本明細書に記載され
ているように同期される。
【００２７】
　図のように、公称パルス波形回路３２３はその出力信号をアーク溶接電源３０１と同期
させ、生成された加熱波形を乗算器へと出力し、これはまた図のように比較器３２７から
のエラー信号も受け取る。エラー信号により、インバータ電源部３１１への出力コマンド
信号を調整して、上述のように所望の平均電圧を保持できる。
【００２８】
　留意すべき点として、上述の回路と基本的機能は、溶接および切断電源において使用さ
れるものと同様であり、したがって、これらの回路の詳細な構成はここで詳しく説明する
必要はない。さらに、上述の機能の一部または全部が電源３１０内の１つのコントローラ
を介して実現できることにも留意されたい。
【００２９】
　次に、図４を参照すると、ここには本明細書で開示されているホットワイヤ電源により
生成可能な例示的な電圧波形４０１と電流波形４１１が示されている。図からわかるよう
に、電圧波形４０１と電流波形４１１の各々は交流電流（ＡＣ）であり、この場合、波形
の隣接するピークは反対の極性を有する。このようなホットワイヤ波形は、図１～３の各
々に示されているシステムで使用できる。しかしながら、レーザを使って溶融池を作るホ
ットワイヤ工程においては（例えば、図１参照）、溶融池を撹拌することが望ましい場合
があることが明らかとなっており、これは、レーザだけを使用したのでは実現できない。
このような状況では、代替的電流波形４１１の使用により、溶融池が撹拌および振動され
る。この溶融池の動きは、ポロシティまたはその他の欠陥を低減させるのに役立ち、溶融
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池の結晶粒微細化に役立つ。それゆえ、本発明のいくつかの実施形態においては、図のよ
うにＡＣ加熱波形を使用することが望ましい。もちろん、留意すべき点として、他の波形
も使用できるため、本発明の実施形態は図４に示される波形に限定されない。例えば、方
形波バルス電流プロファイルも使用できる。
【００３０】
　さらに、図のように、いくつかの例示的実施形態において、電流は電流パルス４１３間
で０アンペアまで低下する。このような波形によってホットワイヤ１４０と被加工物との
間の不用意なアーク放電イベントの発生を防止するための能動的な消弧が提供される。前
述のように、ホットワイヤ１４０でのアーク放電イベントを防止することが望ましい。し
たがって、図のような例示的電流波形４１１において、波形４１１は隣接するパルス４１
３間で、複数の０アンペア電流期間４１５が含まれる。すなわち、例示的実施形態におい
て、電流パルス４１３は後続のパルス（異なる極性を有する）が生成される前に期間Ｔｏ
にわたり０アンペアまで低下する。この能動的な消弧は、不用意なアークイベントを防止
するのに役立つ。本発明の例示的実施形態において、０アンペア期間Ｔｏはピークパルス
電流、波形周期、およびパルス幅に基づいて事前に決定される期間である。ゼロ電流期間
はまた、先行するパルスの中で生成されたアークがあれば、そのすべてを消す。例示的実
施形態において、０アンペア期間は、電流パルス４１３の持続期間Ｔｐの８０～１２０％
の範囲内である。別の例示的実施形態において、０アンペア期間Ｔｏは電流パルス４１３
の期間Ｔｐより大きい。
【００３１】
　さらに、また別の例示的実施形態において、０アンペア期間Ｔｏは、ホットワイヤ工程
中に熱入力を制御するために変化させることができる。すなわち、期間Ｔｏを短縮して入
力を増大させることができ、期間Ｔｏを延長して熱入力を減少させることができる。それ
ゆえ、いくつかの例示的実施形態において、ワイヤ１４０および／または溶融池の熱をモ
ニタし（本願に援用される優先権出願参照）、検出された温度に基づいて、ホットワイヤ
電源が０アンペア期間Ｔｏの持続期間を調整して所望の温度に到達させることができる。
【００３２】
　さらに、前述のように、アーク溶接工程がホットワイヤ工程と共に使用されるこれらの
実施形態において、アーク溶接電源はＧＭＡＷまたはＧＴＡＷ電源と工程の何れでも使用
できる。しかしながら、いくつかの例示的実施形態において、ＧＴＡＷ工程が利用される
場合、ＧＴＡＷ工程は、自動電圧制御（ＡＶＣ）読取りが、ホットワイヤ波形４１１の中
の０アンペア期間４１５の間にのみ行われるように制御される。一般に知られているよう
に、ＧＴＡＷ（ティグ）溶接中、多くのＧＴＡＷ電源が溶接工程中に、ＧＴＡＷ工程のア
ーク長を判断するためにアークを通る電圧を測定するＡＶＣ読取りを行い、最終的にＧＴ
ＡＷ工程のアーク長の制御に役立つ。ＧＴＡＷ型電源の構成、機能、および動作と、自動
電圧制御の使用は、当業者にとってよく知られているため、何れも本明細書で詳しく説明
する必要はない。例えば、ある例示的ＡＶＣユニットは、制御ユニットと、機械的スライ
ドまたは移動機構と、を含み、それらにトーチが連結され、制御ユニットはアーク電圧の
読取り値を取得して、機械的スライド／移動機構を上下に（およびしたがって、トーチを
上下に）移動させて、所望の電圧を保持する。しかしながら、相互に近接していることか
ら、ホットワイヤ電流パルスは、ＧＴＡＷアークのアーク長に影響を与える可能性がある
ことが明らかとなっている。これは概して図５に示されている。図のように、ＧＴＡＷ電
極５００は、電極５００と溶接溶融池ＷＰとの間にアークを発生させるために使用される
。しかしながら、ホットワイヤ電流パルス中に、磁場ＭＦが生成され、これはアークをプ
ルまたはプッシュすることができる。（明瞭にするために、ホットワイヤ１４０は横に示
されているが、電極５００に関して半径方向の何れの位置に位置付けることもできる点に
留意されたい。）アークを移動させることにより、アークの長さが変化するため、変化し
たアーク長期間中に取られた全てのＡＶＣ読取り値が影響を受け、電極と溶融池との間の
距離を正確に反映せず、あるいは、それ以外に、不正確な電圧読取値となる。例えば、Ａ
ＶＣ読取り値は、ＧＴＡＷアーク長が増大したことを示すことができ、それゆえ、ＧＴＡ
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Ｗ電源に、電極５００が溶融池から引き離されたかのように反応させる。しかしながら、
ホットワイヤ電流パルスがオフにされるか、低減化されると、アーク長はその通常位置に
戻り、そのため、ＧＴＡＷ電源によるアーク長の「増大」の補償が不適当となり、ＧＴＡ
Ｗ工程に不利な影響を与える。したがって、本発明の実施形態はホットワイヤ電源とＧＴ
ＡＷ電源を同期させ、それによって、ＧＴＡＷ電源を制御するために使用される自動電圧
制御読取り値は、ホットワイヤ波形４１１の０アンペア期間Ｔｏでのみ取られる。具体的
には、図６に示されるように、ＡＶＣ読取り値は期間Ｔｏ（電流が０アンペアの時）にの
み取られる。いくつかの例示的実施形態において、ＡＶＣ読取り値は、電流が０アンペア
である時に取られるが、何れの隣接する電流パルス４１３の何れとも近すぎない。例えば
、いくつかの例示的実施形態において、ＧＴＡＷ工程のＡＶＣ読取り値は、期間Ｔｏの中
の中央の８０％で取られる。すなわち、ＧＴＡＷ工程に関するＡＶＣ読取り値は、期間Ｔ
ｏの最初と最後の１０％の部分では取られず、この場合、第一の部分は期間Ｔｏの、パル
ス４１３に続くＴｏであり、最後の部分は、期間のうち、後続のパルス４１３までの１０
％である。ＧＴＡＷとホットワイヤ工程との間のこのような同期を利用することによって
、ＧＴＡＷ工程はその完全性を保持できる。
【００３３】
　典型的には、ＧＴＡＷ溶接電流は定電流であり、多くの用途において、ＡＶＣ回路また
は制御ユニットは、標準的ＧＴＡＷ電源の一部ではない。それゆえ、本願のいくつかの例
示的実施形態において、ＡＶＣユニットまたは回路（明瞭さのために図示せず）は自立ユ
ニットであり、本明細書で説明するように、ホットワイヤの不感時間と同期される。ＡＶ
Ｃ回路およびユニットの構成と動作は当業者により一般的に知られている。
【００３４】
　ＧＭＡＷ工程をＡＣホットワイヤプ工程と共に利用する本発明の例示的実施形態におい
て、それぞれの波形を同期させ、波形を相互に概して同相に保つことも望ましい。これま
でに明らかになったこととして、相対的波形のピークの位相がずれていると、ホットワイ
ヤ電流により生成される磁場は、特にＧＭＡＷ工程がそのバックグラウンド位相にあると
き、すなわち、バックグラウンドアーク中、ＧＭＡＷ工程のアークを大きくプルすること
ができる。これは、そのバックグラウンドレベルがより低いＧＭＡＷ溶接波形を使用する
場合に特に当てはまる。例えば、ステンレスおよびニッケル合金等の異なる合金を溶接す
るとき、ＧＭＡＷパルスパラメータは比較的低いバックグラウンド電流を使用する。低い
バックグラウンド電流はアーク力の低いアークを生成し、それによってこれらはホットワ
イヤパルスの影響を受けやすくなる。これは、ピーク電流レベルの高いホットワイヤパル
スの場合に特に当てはまる。したがって、例示的実施形態において、それぞれの波形を同
期させて、概してこれらを同相にすることにより、ＧＭＡＷアークの安定性を確保するこ
とが望ましい可能性がある。いくつかの例示的波形が図７Ａ～７Ｃに示されている。
【００３５】
　図７Ａ～７Ｃの各々は、本明細書に記載されているように、ＧＭＡＷ／ホットワイヤ工
程のための例示的な同期電流波形を示している。留意すべき点として、それぞれのＧＭＡ
Ｗ波形７０１の各々は正の波形で示されているが、これらはＡＣ波形とすることもできる
。これに加えて、図７Ａおよび７Ｂにおけるホットワイヤ波形７１１の各々はＡＣとして
示されているが、これらは単一極性を有するようにすることもできる。さらに、図７Ｃに
おけるホットワイヤ波形７１１は単一極性を有するように示されているが、これはＡＣ波
形とすることもできる。上述の代替案は、本発明の主旨または範囲から逸脱せずに使用で
きる。
【００３６】
　ここで、図７Ａを参照すると、ＧＭＡＷ波形７０１は複数の電流パルス７０３を有する
ように示されており、その各々はピーク電流レベル７０５を有する。さらに、パルスの各
々はバックグラウンド電流部分７０７により分離される。バックグラウンド電流部分は、
１０～２５０アンペアの範囲の公称電流レベルを有することができる。また、複数のパル
ス７１３を有するホットワイヤ電流波形７１１も示されている。波形７１１はＡＣであり



(12) JP 2017-205805 A 2017.11.24

10

20

30

40

50

、パルス７１３の各々はピーク電流レベル７１５を有し、前述のように、０アンペア部分
７１７により分離されている。ホットワイヤパルス７１３のピーク電流レベル７１５は、
２５０～５００アンペアの範囲内とすることができる。これに加えて、波形は同期され、
同相であり、それによって波形間の位相角Φは３４０～２０°の範囲内である。いくつか
の例示的実施形態において、位相角Φは３５５～５度の範囲内であり、他の実施形態にお
いて、位相角Φは０度である。波形を同期させ、本明細書に記載されている位相角を利用
することによって、本発明の実施形態は、ＧＭＡＷアークがホットワイヤ電流波形によっ
て過剰に影響を受けないようにするのに役立つ。
【００３７】
　図７Ｂは、他の例示的波形を示しており、この場合、ホットワイヤ電流パルス７１３は
ＧＭＡＷ波形７０１と同期され、それによってホットワイヤパルスピーク７１５は図のよ
うにＧＭＡＷパルスピーク７１５に先行する。すなわち、ホットワイヤパルスは、ＧＭＡ
Ｗパルスがそれらのそれぞれのピーク７０５の電流レベルに到達する前にそれらのピーク
電流レベル７１５に到達する。例示的実施形態において、それぞれのピーク間の位相角Φ
は、３４０～３５９度の範囲内である。それに加えて、ホットワイヤピーク電流レベル７
１５は、ＧＭＡＷ工程中の溶滴の分離の前の時間ｔで終了する。明瞭にするために、溶滴
の分離は図７Ｂにおいて、ＧＭＡＷパルス７０３の終了時に描かれているが、溶滴分離は
使用される波形に依存し、それゆえ、必ずしも図のようにパルス７０３の終了時でなくて
もよいと理解される。当業者は一般に、ＧＭＡＷ工程の溶滴搬送メカニクスを理解してい
るため、これらを本明細書で詳しく説明する必要はない。前述のように、ホットワイヤパ
ルス７１３のピークレベル７１５は、ＧＭＡＷ液滴分離の前の時間ｔで終了する。例示的
実施形態において、時間ｔは５０～１０００μｓの範囲内である。他の例示的実施形態に
おいて、時間ｔは５０～２００μｓの範囲内である。このような実施形態において、溶滴
飛翔はホットワイヤ電流により影響を受けない（または、ほとんど影響を受けない）。
【００３８】
　図７Ｃは、本発明のまた別の例示的実施形態示している。この例示的実施形態において
、ＧＭＡＷ波形７０１は同期され、それによってパルス７０３の各々はホットワイヤパル
ス７１３の前に始まる。例示的実施形態において、ＧＭＡＷパルス７０３の開始はホット
ワイヤパルス７１３の開始の、１～２０度の位相角Φだけ先行する。他の例示的実施形態
において、位相角Φは３００～５０度の範囲内である。しかしながら、ＧＭＡＷパルスは
ホットワイヤパルスに先行するが、ＧＭＡＷパルスの電流ランプアップレート７０９は、
ホットワイヤパルス７１３のランプアップレート７１９より小さい。例えば、パルススプ
レイ工程に関して、ランプレートは３５０～５００Ａ／ｍｓの範囲内とすることができ、
ホットワイヤの場合、ランプレートは３５０～７００Ａ／ｍｓの範囲内とすることができ
る。ホットワイヤパルス７１３により低いランプレートを利用することによって、ＧＭＡ
Ｗアークはホットワイヤピークのプルに対する抵抗力をより高くすることができる。他の
例示的実施形において、ホットワイヤパルス７１３はＧＭＡＷパルスのそれより高いラン
プレートを利用し、ホットワイヤパルス７１３がそのピーク電流レベル７１５に、ＧＭＡ
Ｗパルス７０３がそのそれぞれのピーク７０５のレベルに到達する前に到達するようにな
っている。留意すべき点として、いくつかの用途において、ホットワイヤピーク電流は低
電流アークに大きく影響を与える可能性があり、これは例えば、アーク電流が低いバック
グラウンド状態にある場合である。これは、干渉する磁場による。同様に、ホットワイヤ
電流ピークはまた、溶滴の搬送にも影響を与える可能性がある。それゆえ、いくつかの例
示的実施形態において、ホットワイヤ電流のピークをアーク溶接ピーク中、ただし溶滴の
搬送前に有することが有利である。
【００３９】
　図８は、本発明の実施形態に使用される、ある例示的なＡＶＣシステムを示している。
システム８００は、本明細書で説明され、記載されている実施形態に適合する方法で動作
する。ＡＶＣ制御ユニットは、ＧＴＡＷ電源、トーチ、および被加工物の各々に連結され
る。また、同期ライン８０５はＡＶＣ制御回路８０１をホットワイヤ電源に連結する。移
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動機構８０４は、本明細書に記載されているように、トーチを上下に移動させてアーク電
圧を保持する。図８にはまた、ＧＴＡＷ電流８０７も示されており、これは定電流として
示され、代表的なホットワイヤ電流出力８０９は、ＡＶＣ検出８１１がホットワイヤ電流
出力のオフ時間と同期していることを示している。
【００４０】
　前述のように、それぞれの波形の同期は、ホットワイヤ工程に加えてＧＭＡＷまたはＧ
ＴＡＷ工程の何れが使用されていても望ましい。電流波形を同期させるために使用可能な
回路と制御方法は、溶接業界で一般に知られ、使用されている。これらの方法は、本明細
書に記載されている実施形態に同様に使用できる。そのため、同期方式と制御方法の詳細
な説明は本明細書では繰り返さない。さらに、本明細書に記載されている各種の例示的シ
ステムは、本明細書に記載されている動作を制御するために各種のコントローラ部品を使
用できる。例えば、溶接およびホットワイヤ電源の各々は、それぞれ、各電源を制御し、
同期させるための共通のコントローラに連結することができる。それに加えて、マスタ－
スレーブ関係を使用でき、この場合、電源のうちの一方（例えばＧＴＡＷまたはＧＭＡＷ
電源）はマスタ電源の役割を果たし、ホットワイヤ電源の機能はマスタ電源に隷属する。
もちろん、同期のための他の方法も、本発明の主旨または範囲から逸脱せずに使用可能で
ある。
【００４１】
　前述のように、各種のタンデムコンビネーションを本明細書に記載されているホットワ
イヤ溶着工程と共に使用できる。例えば、ＧＭＡＷ型工程を使用でき（図２参照）、また
はＧＴＡＷ工程を使用できる（図５参照）。さらに、本明細書に記載されているように、
ホットワイヤ電流波形はＡＣとすることができ、それゆえ、正と負の極性部分またはパル
スの両方を有する。さらに、一般に理解される点として、ホットワイヤ消耗材によるアー
クの生成（すなわち、ホットワイヤと溶融池との間）は、工程にとって有害となりえ、そ
れゆえ、ほとんどの場合、このようなアーク放電は望ましくない。各種の技術、システム
、および工程は、ホットワイヤ（例えば、図５の１４０参照）と溶融池との間のアーク生
成を抑制するための各種の技術、システム、および工程が開発されてきた。これらの工程
／システム／方法は、本願の譲受人による他の係属中の特許出願において十分に説明され
ており、これらの工程は本明細書では詳しく説明しない。
【００４２】
　しかしながら、近年になって明らかとなったこととして、特定の工程／用途においては
、いつくかの既知のホットワイヤ用消弧技術がホットワイヤ項工程に有害でありえ、それ
によって工程が弊害を受ける可能性があり、および／またはそれを止めて、再開させる必
要があるかもしれず、これは望ましくない。これについては、本明細書に記載されている
消弧の問題を排除するために使用される、本発明の例示的実施形態と共に後で説明する。
さらに留意される点として、以下の説明は特に、ＧＴＡＷタンデムプロセスの中で可変極
性ホットワイヤ波形を使用する本発明の実施形態に関する。しかしながら、例示的実施形
態はタンデムでのＧＴＡＷの使用に限定されず（例えば、図５参照）、本明細書に記載さ
れている実施形態はＧＭＡＷ、レーザ、その他にも使用できる。
【００４３】
　前述のように、これまでに明らかとなった点として、特定の用途では、ホットワイン電
流のための既知の消弧技術には動作上の限界がありうる。例えば、ＡＣホットワイヤをＧ
ＴＡＷ工程と共に使用した場合、この種の工程は高速で動作させられ、および／または溶
着に関して溶着速度の問題が発生する。すなわち、場合によっては、ホットワイヤ消耗材
（例えば、図５の１４０）が適正に溶着されないことが観察された。例えば、溶接ヘッド
が熱を失い、それゆえ、「冷たく」なりえ、その結果、消耗材が溶着部で「粘着性を持つ
」。さらに、ホットワイヤ／溶融池分離によるアークの生成等の故障モードが発生すると
、既知の消弧技術では故障を適正に回避できず、これはスパッタの生成の原因となり、溶
融池を飛び跳ねさせ、および／またはＧＴＡＷ工程のタングステン電極と干渉する可能性
があることも観察されている。
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【００４４】
　上述の問題の例示的な電圧および電流波形が図９に示されている。具体的には、図９は
、ＧＴＡＷアーク工程と組み合わせて使用された時に、可変極性ホットワイヤ溶着信号の
例示的な電圧波形９１０と電流波形９２０を示している。一般に理解されているように、
通常動作中、ワイヤ１４０は溶融池と接触し、基本的に、溶融池ＷＰと同じ電位である。
例示的実施形態において、ホットワイヤ１４０の電圧は、ホットワイヤ工程のコンタクト
チップ１６０から被加工物まで、約２ボルトである。多くの場合に、ワイヤの端は溶融池
と接触しなくなると、電圧が大きく上昇し、これは、ワイヤが溶融池から離れ、アークが
発生する可能性があることを示す。これは、ほとんどの場合において望ましくない。この
電圧上昇が検出されると、システムは消弧ルーチンを実行して、アークを除去／防止し、
ワイヤ１４０を再び溶融池と接触させることができる。しかしながら、いくつかの用途／
例において、ワイヤ１４０の端が溶融池と接触していなくても、ワイヤ１４０の端はタン
デムアーク溶接工程のプラズマプルーム、例えばＧＴＡＷパラズマプルームの中に入る可
能性がある。このことが発生すると、プラズマプルームはホットワイヤ電流が溶融池／被
加工物まで移動する経路を提供する。そのため、特定の状況では、既知の消弧技術ではワ
イヤ１４０と溶融池との間の不接触に適切に、または素早く対処できない。これは図９に
おいて概して示されている。
【００４５】
　図９に示されるように、典型的なＡＣホットワイヤ波形は交互の極性の電流および電圧
バルス、すなわちパルスＡで動作する。点Ｂにおいて、負の極性の電圧スパイク９１１が
検出され、これはワイヤ１４０が溶融池と接触しなくなったことを示す。この検出後、電
流は（いくつかの既知の消弧技術に従って）オフにされる－Ｃ参照。電流がオフにされた
後、オンに戻され、通常の電流パルスが再開される－Ｄ。多くの場合に、これは通常の動
作をトリガするはずである。しかしながら、上述のような場合において、また別の電圧ス
パイクＥが消弧の試行の後に発生し、消弧の試行が続くと状況が悪化し、徐々にさらに悪
くなりＦ、最終的に工程を停止し、再開しなければならない。
【００４６】
　理解される点として、ＧＴＡＷ工程のタングステン電極（例えば、図５の５００）とホ
ットワイヤ１４０はどちらも極性が両方とも負であるとき（ＡＣホットワイヤ電流波形の
負の半サイクル）、電流は溶融池からワイヤ１４０へと流れるが、タングステン５００を
通らない。それに加えて、ホットワイヤ電流からの磁力があり、それがＧＴＡＷアークを
ワイヤ１４０に向かってプルする。このプルによって、ホットワイヤ１４０がさらに加熱
され、それによって負の半サイクル中にアークが発生しやすくなると考えられている。前
述のように、ワイヤ１４０がアーク放電すると／するとき、消弧が溶融池からワイヤ１４
０への電流を電圧スパイク（陽極／陰極電圧の生成）として検出し、ホットワイヤの出力
を停止する。ワイヤが溶融池と接触していないときに他の負の半サイクルが試行されると
、ワイヤ１４０と溶融池との間に電圧が生じ、消弧がその電圧を検出できる。
【００４７】
　しかしながら、ホットワイヤ１４０が波形９２０の中の正の部分にあるとき、電位電流
がワイヤ１４０からアークを通じてタングステン５００へと流れる経路となる。通常、ワ
イヤ１４０が溶融池と接触しているとき、ホットワイヤ電流の磁気によるプッシュがアー
クプラズマをホットワイヤ１４０から遠ざけるようにプッシュし、短絡接続によって電圧
が、電流がホットワイヤから溶融池を通じてタングステン５００へと流れるのに十分に低
く保たれる。問題は、ワイヤ１４０と溶融池との間の接続が失われると始まると考えられ
ている。この状況では、電流はワイヤ１４０から（正のとき）、プラズマを通ってタング
ステン５００に直接流れることができる。これが発生すると、少なくとも２つの問題が生
じる：すなわち、（１）ワイヤ１４０が接続しなくなっても、ホットワイヤ電源が溶融池
とワイヤ１４０との間のアーク（陽極／陰極電圧）を検出しないことと、（２）電流（ワ
イヤ１４０からタングステン電極５００に伝送される）が溶融池を通らなくなり、溶融池
から熱が奪われることである。その結果、ワイヤ１４０が燃えてタングステン５００から
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離れ（アークの加熱よる）、溶融池は冷たく、粘着性を有することになる。多くの場合、
波形の正の側だけが安定し、したがって、工程を停止し、再開する必要が生じる。
【００４８】
　本発明の実施形態は、特にＧＴＡＷ工程が負の極性の工程である場合に上述の問題に対
処する。すなわち、ＧＴＡＷ電流は負である。上述の問題に対処するために、本発明の例
示的実施形態は、負の極性にある時に、ワイヤ１４０が溶融池と接続されたことを検出す
る。ワイヤ１４０が溶融池に接続されると、波形の負の半サイクルが動作でき、負の半サ
イクルが電圧スパイクを発生させずに動作すると、ワイヤ１４０は依然として溶融池と接
続されている／接触していると判断され、すると、正の半サイクルが動作できる。これを
説明する例示的な電圧および電流波形が図１０に示されている。
【００４９】
　図１０は、本発明のある例示的実施形態の電圧波形１０１０と電流波形１０２０を示し
ている。この実施形態において示されているように、アークおよび／またはワイヤ／溶融
池分離は、正のパルスの後の点Ａにおいて検出され、負の電圧スパイクにより示される。
この検出に基づいて、電源（例えば、図１の１７０参照）により、ＡＣパルス波形の負の
半サイクルは動作または開始せず、ＡＣパルス波形の次の正の半サイクルは動作しない－
Ｂ。スキップされた正の半サイクルの後、電源１７０は次の負の半サイクルの動作を試行
するが、他の電圧スパイクがＣで検出される。この追加の電圧スパイクは、ワイヤ１４０
が溶融池とまだ接触していないことを示し、それゆえ、電源は負の半サイクルと次の正の
半サイクルを再びスキップさせる－Ｄ。このスキップの後、電源１７０は電流１０２０の
負の半サイクルを再び開始し－点Ｅ－今度は電圧スパイクが検出され（ワイヤ１４０が再
び溶融池と接触した状態に戻ったことを示す）、したがって、負のパルスと次の正の半サ
イクルパルスＦが開始され、動作する。これは、電圧スパイク（例えば、「Ｇ」を）が検
出されると、必要に応じて繰り返される。すなわち、電圧スパイクが検出されると、アー
クおよび／またはワイヤの溶融池からの分離を示す。これが検出されると、電源はＡＣパ
ルス波形１０２０を停止させ、本明細書に記載されているような遮断ルーチンを実行する
。具体的には、閾値電圧が検出されると（スパイクを示す）、電源１７０は交互の極性の
後続の２つのパルスをスキップし、アーク溶接工程（例えば、ＧＴＡＷ工程）の極性と同
じ極性を持つ次のパルスを開始する。例えば、ＧＴＡＷ電流が負の電流である場合、本明
細書に記載されている遮断ルーチンの例示的実施形態は、アークまたは分離が検出される
と、すぐ次の負の電流パルスとすぐ次の正の電流パルスをスキップし、ＧＴＡＷ電流と同
じ極性（負）の次の電流パルスを開始する。言い換えれば、少なくとも１つ波形のフルサ
イクル（正と負のパルス）がスキップされ、電源は、アーク溶接工程（ＧＴＡＷまたはＧ
ＭＡＷ等）と同じ極性を持つ次の後続パルス（このスキップされたサイクルの後）を開始
する。すると、電源１７０は、アーク溶接の極性と同じ極性のパルスがうまく動作した時
だけ、反対の極性の後続パルスを開始する。それゆえ、１つのフルサイクルがスキップさ
れ、同じ極性の次のパルスが開始された後に、電圧スパイクが検出されると、パルスの別
のフルサイクルがスキップされ、同じ極性の次のパルスが再び試行される。アーク溶接電
流と同じ極性のパルスがうまく完了した後にのみ、電源１７０は反対の極性の後続の半サ
イクルのパルスを開始する。本発明の例示的実施形態は、上述の問題を回避し、交互の極
性のホットワイヤ溶着工程の実行を最適化するのに役立つ。このようなシステムでは、ア
ーク放電が電源から遠ざからず、スムーズな最適化された動作が得られる。
【００５０】
　例示的実施形態において、上述の閾値は電圧レベルでも、ｄｖ／ｄｔレベルでもよい。
すなわち、いくつかの例示的実施形態において、電源１７０は電圧の変化率を検出するこ
とができ、変化率が閾値の変化率を超えると、アーク放電および／または接触イベントの
喪失が発生しているか、発生しようとしていると判断され、上述の遮断機能が実行される
。閾値が電圧レベルである実施形態において、電圧レベルは電源１７０における所定のレ
ベルでも、電源１７０への入力に基づいて、または使用される波形に基づいて判断される
レベルでもよい。いくつかの例示的実施形態において、電圧閾値は少なくとも＋／－５ボ
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ルトとすることができる。すなわち、０ボルトとは５ボルトまたはそれ以上異なる（正ま
たは負の何れでもよい）電圧スパイクがある場合、電源は本明細書に記載されているよう
な遮断ルーチンを開始する。他の例示的実施形態において、電圧閾値は少なくとも＋／－
３．５ボルトである。また別の例示的実施形態において、電圧閾値は少なくとも＋／－７
ボルトである。
【００５１】
　他の例示的実施形態において、アーク／分離の検出後、ＡＣホットワイヤ電流の２つの
フルサイクルをスキップすることができ、その後、アーク溶接電流と同じ極性の半パルス
が開始される。いくつかの例示的実施形態において、スキップされるフルサイクルの数は
、ホットワイヤ１４０のワイヤ送給速度に基づいて決定される。すなわち、ワイヤ送給速
度が第一の速度（例えば、ある閾値を超えるＷＦＳ速度）である場合、電源１７０は１つ
のフルサイクルだけをスキップしてから、後続の同じ極性のパルスを試行するが、ワイヤ
送給速度が第二の速度（例えば、ある閾値より低い）であると、電源は２つ（またはいく
つかの実施形態ではそれ以上）のフルサイクルをスキップしてから、後続の同じ極性のパ
ルスを施行する。このＷＦＳ閾値レベルは事前決定されても、ホットワイヤ溶接工程への
使用者からの入力情報に基づいていてもよい。
【００５２】
　上記の説明は、溶接作業中の制御と動作に焦点を当てたものであるが、同様の方法はこ
のような溶接作業を開始し、または始める時に採用されるべきである。すなわち、本明細
書に記載されている例示的システムを開始する際、アーク溶接作業はまず、アークと、ホ
ットワイヤが接触する溶融池を作るために開始される。ホットワイヤ電流は、アーク溶接
電流の後に開始され、例示的実施形態において、ホットワイヤ電流の開始パルスはホット
ワイヤ電流の開始時のアーク溶接電流と同じ極性を有する。すなわち、アーク溶接波形が
ホットワイヤ開始時に負の極性を有する場合、ホットワイヤ電流は負の極性で開始するべ
きである。これによって電流が確実に正しい流路をたどることになる。いくつか実施形態
において、それぞれの電流が反対の極性を有する場合、ホットワイヤ電流は、アークプル
ームを介して溶融池と接触して流れることができる。例示的実施形態において、ホットワ
イヤ溶接電流は、溶融池との接触が検出された後に、同じ極性で開始される。この検出は
、前述のものと同様とすることができ、例えば電圧等を使用する。いったん検出されると
、ホットワイヤ工程が開始され、分離が検出されるまで継続され、すると、システムは本
明細書に記載されているように応答する。
【００５３】
　前述のように、上述のようなそれぞれの波形の開始、出力、および制御とそれぞれの遮
断機能は、ホットワイヤ工程に加えてＧＭＡＷまたはＧＴＡＷ工程の何れが使用されても
望ましい。本明細書に記載されているように、波形および遮断ルーチンを制御するために
使用可能な回路と制御方法は溶接業界で一般に知られ、使用されている。これらの方法は
、本明細書に記載されている実施形態にも同様に利用できる。そのため、制御技術と制御
方法の詳細な説明は、本明細書では繰り返さない。さらに、本明細書に記載されている各
種の例示的システムは、本明細書に記載されている動作を制御するための各種のコントロ
ーラ構成要素を使用できる。例えば、溶接およびホットワイヤ電源の各々は、それぞれの
各電源を制御し、同期させる共通のコントローラに連結することができる。それに加えて
、マスタ－スレーブ関係を利用でき、その場合、電源の一方（例えば、ＧＴＡＷまたはＧ
ＭＡＷ電源）はマスタ電源の役割を果たし、ホットワイヤ電源の機能はマスタ電源に隷属
する。もちろん、同期／制御のための他の方法も、本発明の主旨または範囲から逸脱せず
に使用できる。
【００５４】
　本発明を特定の実施形態に関連して説明したが、当業者であれば、本発明の範囲から逸
脱せずに、各種の変更を加え、均等物と置き換えてもよいことがわかるであろう。それに
加えて、特定の状況または材料を本発明の教示に適応させるために、その範囲から逸脱せ
ずに多くの変更を加えることができる。したがって、本発明は説明されている特定の実施
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意図される。
【符号の説明】
【００５５】
　１００　システム
　１１５　被加工物
　１３０　レーザ電源
　１４０　ホットワイヤ
　１７０　ホットワイヤ電源
　１９５　検出および電流制御サブシステム
　２００　システム
　２１１　消耗材
　２１３　電源
　３００　システム
　３０１　アーク溶接電源
　３１０　ホットワイヤ電源
　３１３　事前設定加熱電圧回路
　４０１　電圧波形
　４１１　電流波形
　４１３　電流パルス
　４１５　０アンペア電流期間
　７０１　ＧＭＡＷ波形
　７０３　ＧＭＡＷパルス
　７０５　ピーク電流レベル
　７１１　ホットワイヤ波形
　７１３　ホットワイヤパルス
　７１５　ピーク電流レベル
　７１７　０アンペア部分
　８００　システム
　８０９　ホットワイヤ電流出力
　１０１０　電圧波形
　１０２０　電流



(18) JP 2017-205805 A 2017.11.24

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(19) JP 2017-205805 A 2017.11.24

【図５】

【図６】

【図７Ａ】

【図７Ｂ】

【図７Ｃ】 【図８】



(20) JP 2017-205805 A 2017.11.24

【図９】 【図１０】



(21) JP 2017-205805 A 2017.11.24

フロントページの続き

(72)発明者  スティーヴン　アール．ピーターズ
            アメリカ合衆国　４４０４６　オハイオ州，ハンツバーグ，ウインドミル・ポイント・ロード　１
            ５５６５
(72)発明者  エリオット　ジー．ワット
            アメリカ合衆国　４４０６０　オハイオ州，メンター，イロクォイ・トレイル　６５４７
Ｆターム(参考) 4E001 BB07  BB08  DC02  DE01  DE04  EA10  QA01 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

